
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
に
つ
い
て

　

身
体
の
障
が
い
や
疾
病
の
た
め
、
投
票
所
へ
行
っ
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
が
、

自
宅
等
で
記
載
し
、
郵
便
又
は
信
書
便
を
利
用
し
て
投
票
を
行
う
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
に

よ
っ
て
投
票
を
希
望
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
申
請
手
続
が
必
要
で
す
。

７
月
24
日
は
市
長
選
挙
の
投
票
日
で
す

問
い
合
わ
せ
／
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
内
線
４
７
１
４
）

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
任
期
満
了

に
伴
う
鴻
巣
市
長
選
挙
の
投
票
日
等
を

次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

告
示
日
／
７
月
17
日
（
日
）

投
票
日
時
／
７
月
24
日
（
日
）７
時
～
20

時開
票
日
時
／
７
月
24
日
（
日
）21
時
～

開
票
場
所
／
総
合
体
育
館

□
立
候
補
予
定
者
説
明
会

　

立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
あ
ら

か
じ
め
市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
連
絡
の
う

え
、
必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き
／
６
月
７
日
（
火
）９
時
～

と
こ
ろ
／
市
役
所
本
庁
舎
４
階
大
会
議
室

□
郵
便
等
投
票
の

　
　
　
代
理
記
載
制
度

　

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
が

で
き
る
方
で
、
左
表
の
要
件
に
該

当
す
る
方
は
、
代
理
記
載
制
度
で

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

代
理
記
載
に
よ
る
投
票
を
行
う

た
め
に
は
、
郵
便
等
投
票
証
明
書

の
交
付
申
請
に
加
え
て
、
代
理
記

載
人
と
な
る
べ
き
方
の
届
出
等
が

必
要
で
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

手帳 障がいの
種類 等級など

身体障害者
手帳

上肢又は視覚
の障がい

１級

戦傷病者
手帳

特別項症から
第２項症

□
郵
便
等
に
よ
る

　
不
在
者
投
票
が
で
き
る
方

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
介
護
保
険

被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
障
が
い
の
種

類
や
等
級
、
要
介
護
認
定
区
分
が
下
表
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
は
、
郵
便
等
に
よ
る
投
票
が
利
用
で

き
ま
す
。

□
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
申
請
・

　
有
効
期
限

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
に
備
え
の
申
請
書
（
市
Ｈ
Ｐ

に
も
あ
り
ま
す
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
身
体
障
害

者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
又
は
介
護
保
険
被
保
険
者

証
を
添
え
て
、
同
所
へ
申
請
し
ま
す
。
交
付
さ
れ
た

郵
便
等
投
票
証
明
書
の
有
効
期

限
は
、
身
体
障
が
い
者
又
は
戦

傷
病
者
の
方
は
交
付
日
か
ら
７

年
間
、
要
介
護
者
の
方
は
交
付

日
か
ら
要
介
護
認
定
の
有
効
期

間
の
末
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

手帳など 障がいの種類など 等級など

身体障害者
手帳

両下肢、体幹、移動機能の障がい １級、２級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい １級、３級
免疫、肝臓の障がい １級から３級

戦傷病者
手帳

両下肢、体幹の障がい 特別項症から
第２項症

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓の障がい

特別項症から
第３項症

介護保険
被保険者証 要介護状態区分が「要介護５」

POST

62022.５


